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令和６年度安中市電子地域通貨システム導入等事業 実施要領 

 令和６年４月 

安中市 企画政策部 政策・デジタル推進課 

 

1. 業務名 

安中市電子地域通貨システム導入等業務委託 

 

2. 全体概要 

（1） 目的 

安中市内のみで利用できる電子地域通貨を導入し、プレミアムポイント事業や出産・

子育て応援ギフト、行政ポイント、ふるさと納税の返礼品などの様々な事業に活用す

ることで、人口減少といった地域課題を解決し、地域内経済の好循環と地域経済や地

域コミュニティの活性化を図る。また、誰でも使える優しい仕様（店舗側で専用端末

不要・スマートフォン型と二次元コード付カード型を併用）に配慮することで、全て

の市民・地域の事業者が事業の恩恵を享受することを狙い、面的ＤＸを実現すること

で将来的には購買データを活用した効率的な施策展開（ＥＢＰＭ）や持続可能なまち

づくりを実施する。 

 

（2） 業務内容 

「令和６年度安中市電子地域通貨システム導入等事業 業務委託仕様書」のとおり 

 

（3） 履行期間 

契約締結日 から 令和７年３月３１日 まで 

 

（4） 導入スケジュール 

令和６年５月３１日（予定） 委託契約締結・業務開始 

令和６年１２月１日（予定） 運用開始 

 

（5） 提案上限額 

６９，１０５，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

・ この上限額を超えた提案は無効とする。 

・ この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の上限額を示すもの

であることに留意すること。 

 

3. 参加資格 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている事業者であ

ることとする。ただし、契約締結日までの間に当該参加資格要件を満たさなくなった

場合は、その時点で失格とする。 

（1） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４のいずれにも該当

していないこと。 



- 2 - 

 

（2） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てがな

されている者でないこと。 

（3） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申し立てが

なされている者でないこと。 

（4） 契約締結までの間に、安中市入札参加者指名停止措置要領に基づく指名停止措置

を受けていないこと。 

（5） 安中市暴力団排除条例（平成２４年安中市条例第２６号）第２条第１号に規定す

る暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等では

ないこと。 

（6） 国税及び安中市税のいずれも滞納している者でないこと。 

（7） ＩＳＭＳ認証又はプライバシーマークを取得していること。 

（8） 受託者は、本業務の一部を第三者に再委託することができる。ただし、予め書面

により再委託の内容、再委託先を明らかにして、書面にて本市の承認を得ること。 

（9） 本事業の実施体制において、本事業の実効性を担保し、将来的には電子地域通貨

システムとしてだけではなく、地域ＤＸシステムとして事業展開を図ることができる

よう、地域ＩＣＴソリューションに知見を持ち十分な支援実績を持つ事業者を含める

こと。 

（10） 過去５年間の間に、電子地域通貨システムの構築、事業運営、自治体向けコンサ

ルティング業務の業務経験を持つ事業者を含めること。 

（11） 本業務は、地域との密接なコミュニケーションを要するため、本業務を実施する

体制に含まれる事業者のうちいずれかが群馬県内に事業所を有すること。 

（12） 共同実施の場合には、全ての事業者において上記（1）～（6）までの全てを満た

すこと。 

  

4. スケジュール 

公募の開始 令和６年４月１５日（月） 

参加申込・１次審査書類提出締切 令和６年４月２３日（火）１７時まで 

１次審査結果通知 令和６年４月３０日（火） 

質問受付締切 

令和６年５月 ２日（木）１７時まで 

※１次審査に係る質問については、 

令和６年４月１８日（木）１７時まで 

質問回答期限 令和６年５月 ９日（木） 

２次審査書類提出締切 令和６年５月１６日（木）１７時まで 

２次審査（プレゼンテーション） 令和６年５月２０日（月） 

審査結果通知 令和６年５月２４日（金）（予定） 

契約 令和６年５月３１日（金）（予定） 
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5. 選定方法 

選定は「公募型プロポーザル方式」とし、２段階審査方式で実施する。申込者の中から

要件を満たし経済性に優れた最も優秀な事業者を採用する。 

 

（1） １次審査（書類審査） 

① 提出書類 

（ア） 様式１「公募型プロポーザル参加申込書」 

（イ） 様式２「公募型プロポーザル参加に係る誓約書」 

（ウ） 様式３「業務経歴書」 

（エ） 会社概要書（様式自由、パンフレットで代用可） 

（オ） 導入するシステムの概要がわかる資料（様式自由、パンフレットで  

代用可） 

（カ） 別紙１「モデル仕様書」 

（キ） 別紙２「電子地域通貨システム要件仕様対応表」 

（ク） 登記事項証明書 

   現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書を提出すること（提出 

日前３か月以内に発行されたもの。写し可。） 

（ケ） 財務諸表 

   直前決算２か年度分について、貸借対照表及び損益計算書を提出するこ 

と。 

（コ） 国税の納税証明書 

   法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書について、税務署発行の 

「その３の３」様式を提出すること。（提出日前３か月以内に発行された 

もの。写し可。） 

（サ） 安中市税の納税証明書（安中市内に本店または委任先営業所がある場合） 

   完納証明書を提出すること。（提出日前３か月以内に発行されたもの。 

写し可。） 

（シ） 様式４「暴力団排除に関する誓約書」 

※令和６・７年度安中市入札参加有資格者名簿に登録されている者については、

上記（ク）～（シ）を省略できるものとする。 

 

② 提出方法 

「１３. 本件の担当者」宛に指定の期日までに電子メール、郵送または持参により提

出すること。 

なお、電子メール送付後には必ず、電話にて到達確認を行うこと。 

 

③  提出部数 

各２部（正１部、副１部） 
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（2） ２次審査（プレゼンテーション審査） 

① 提出書類 

（ア） 企画提案書（様式任意） 

  a   企画提案書は１者につき１つの提案の提出に限る。 

b   企画提案書についてはＡ４判３０枚以内（表紙、目次は除く）、フォントサ

イズ１０．５ポイント以上推奨で完結明瞭に作成することとし、仕様書の「５．

業務内容」について具体的に明記すること。 

（イ） 見積書（様式任意） 

a   システム構築運用費用、及び各種支援にかかる費用の金額の内訳を明らかに 

すること。 

         b   見積金額は、消費税及び地方消費税を含む金額とすること。 

      （ウ） （ア）及び（イ）の電子データ（ＰＤＦ形式） 

 

② 提出方法 

「１３. 本件の担当者」宛に指定の期日までに郵送（提出期限必着）または持参によ

り提出すること。ただし、（ウ）については、「１３. 本件の担当者」宛に指定の期日

までに電子メールで提出すること。 

なお、電子メール送付後には必ず、電話にて到達確認を行うこと。 

 

③ 提出部数 

正本１部、副本１０部、電子データ(ＰＤＦ形式)１セット 

なお、副本については、提案事業者が特定されないよう事業者名を伏せること。 

 

6. 審査方法 

（1） １次審査（書類審査） 

提出された書類により、参加資格の有無を確認する。 

審査結果は文書及び電子メールにより通知を行う。なお、他の参加者に係る審査結果

は非公開とし、審査に関する質問や異議は一切受け付けない。 

 

（2） ２次審査（プレゼンテーション審査） 

公平な選定を実施するために、「安中市電子地域通貨システム導入等業務委託プロポ

ーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置し、評価基準表に基づき審

査し、審査結果の合計点数が最上位の者を契約予定事業者とし、次に合計点数が高か

った者を次点の契約予定事業者とする。審査の結果、審査結果の合計点数が最上位の

提案が複数あった場合は、審査委員会の協議により決定し契約予定事業者を選定する。

契約予定事業者が何らかの理由により、契約を行えなかった場合には、次点の者を契

約予定事業者とする。 

 

7. 質問及び回答 

（1） 提出書類 

様式５「質問票」 
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（2） 提出方法 

「１３. 本件の担当者」宛に指定の期日までに電子メールで送付すること。 

この場合において、件名は「プロポーザルに関する質問（電子地域通貨業務事業委

託）」とすること。 

なお、電子メール送付後には必ず、電話にて到達確認を行うこと。 

 

（3） 質問受付期間 

令和６年４月１５日（月）～令和６年５月２日（木）１７時まで（必着） 

ただし、１次審査（参加申請書等提出）に係る質問については令和６年４月１８日

（木）１７時までとする。 

 

（4） 回答方法 

電子メールにて回答予定。 

なお、質問及び回答の共有のため安中市ホームページにて公表する。 

ただし、軽微な質問については、質問者にのみ口頭により回答する場合もある。 

 

8. プレゼンテーション 

（1） 参加人数・時間配分 

プレゼンテーションは、提出した企画提案書に基づき行うこと。その際、プレゼンテ

ーションへの出席者は５名以内とする。プレゼンテーションの時間は４０分以内で、

その後の質疑応答（１０分程度）を行う予定。 

また、審査当日に新たな説明資料を追加することは認めない。 

 

（2） 場所 

安中市役所 旧教育会館 中会議室 ※集合時間等は別途ご連絡します 

 

（3） 使用機材 

市役所でのプレゼンテーション審査においてスクリーン、プロジェクターの利用が可

能。（ＨＤＭＩ接続）その際、スクリーン及びプロジェクターについては本市で用意

するが、パソコン及びその関係機材は、各参加事業者にて用意すること。 

 

（4） その他 

・ プレゼンテーションは事業者名を伏して行うため、出席者は社章、名札等は身に着け

ないこと。また、発言者は自社名等を発しないように注意すること。 

・ 審査結果は、参加者に対し文書及び電子メールにより通知するとともに安中市ホーム

ページに掲載する。 

・ 審査委員会での選考は非公開とする。 

・ 選考結果に対する異議申立ては受け付けない。 

・ 参加者が１者であった場合でも、本プロポーザルは成立する。 
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9. 辞退の方法 

企画提案参加申請書を提出後に辞退する場合は、企画提案書の提出期限の日までに辞退 

届（様式６）を提出すること。 
 

10. 契約の締結 

本業務の委託先業者に選定された事業者は、本市と協議のうえ、契約に必要な書類を揃

え、契約を締結するものとする。 

詳細な契約内容については、その交渉時において仕様書の変更調整を行い決定する。よ

って、当初仕様書に変更が生じる可能性があることから柔軟に対応すること。 
 

11. 参加事業者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（1） 参加資格の要件を満たさなくなった場合 

（2） 企画提案書の提出期限までに提出書類が提出されなかった場合 

（3） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（4） 見積額が事業費限度額を越えている場合 

（5） プレゼンテーション審査に参加しなかった場合 

（6） 選考の公平性を害する行為があった場合 

（7） 前各号に定めるものほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、審査委員会

が失格であると認めた場合 
 

12. その他留意事項 

（1） このプロポーザルに参加する全ての費用は、参加する事業者の負担とする。 

（2） 提出書類の提出後の修正及び変更は一切認めない。ただし、本市から指示があっ

た場合は除く。 

（3） 提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属する。ただし、本市が本案件の

プロポーザルに関する報告、公表のため必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を

得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。また、本案件に係る情報開示

請求があった場合は、安中市情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがある。 

（4） 提出された書類は、参加者に無断で本プロポーザルの目的以外の目的に使用しない。  

（5） 提出書類等の作成に用いる言語は日本語とする。 

（6） 提出された書類は返却しない。 

（7） 受託者は、本事業の全部を再委託してはならない。 

（8） 参加者は、参加申請書の提出をもって、この要領及び仕様書案等の記載内容を承

諾したものとみなす。 
 

13. 本件の担当者（企画提案書等の提出先及び質問先） 

〒379－0192 

安中市安中一丁目 23番 13号 

安中市企画政策部  

政策・デジタル推進課 政策・デジタル推進係 担当：佐藤、新井 

電話   027-382-1111 （内線 1021） 

電子メール  sei-digi@city.annaka.lg.jp 


